
　昨年は４月から６月下旬までほとんどの協会活動をストップさせました。 今年もメインの活動については中止
や文書による議決、規模の縮小等で対応しております。 多少、対応になれたという側面もありますが、大勢の
人の集まる会合等の開催は自粛しています。
　５月の定期資料送付時に案内書をお送りしましたが、「総会」については規模の大幅削減で対応したいと考
えております。　２年続けての総会の規模縮開催は会員事業場のみなさんには申し訳ありませんが、ご了解を
お願いいたします。

　　この一年間４回の理事会はすべて、文書による議決
　をお願いいたしました。認められていることではありま
　すが、申し訳ない気持ちであります。
　　テレワークが推奨されておりますが、実際に顔を見
　合わせて説明をさせていただくことで、本当に納得し
　ていただけるのではないかと感じております。
　　今回の理事会についても「文書」による議決をお願
　いし  ①事業報告 ②決算報告、③事務組合業務規　
　程の改定、④理事・監事の選任、⑤幹事の選任、⑥　
　総会開催に関する件の６件について承認をいただき　　　
　ました。
　　総会は規模縮小での開催となります。 お送りする
　総会議案書をご確認いただき、 『委任状』 の提出を
　お願いいたします。

＜協会活動及び決算監査＞実施　４月１２日

　４月１２日に令和２年度の活動実績・決算状況について、監査を受けました。
監事の鈴木繁一さんと渡辺　忠さんのお二人に立ち会っていただき、年間活動の状況と今後の課題
を報告し、決算報告では貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録・関係帳簿を確認していただ
きました。
　監事お二人には年間を通して、理事会にも出席をしていただいており、協会活動についての経過を
含め十分にご理解をいただいておりますが、改めて活動全体を報告しチェックをお願いしました。
　公益法人においては「監事」の権限が大きく、監査行為は単に「会計帳簿」のチェックだけではなく、
「公益法人として、ふさわしい活動を行っているか」また「福島労働局から認定を受けている教育機関　　
として適正な教育講習実施を行っているか」そして、「労働保険事務組合として適法な業務処理」が　
行われているか、の監査を受けました。

　監査の結果、各事業遂行、会計処理は適切であるとの
判断をいただきました。

　上記の「基準協会」本体の監査とは別に、ＲＳＴ須賀川の
事務局として監査を受けました。
　ＲＳＴ須賀川とは建設業の安全衛生専門家を中心に構成
されている組織で、基準協会が事務局を担当しています。
メンバーは、建設・土木現場のパトロールを行い、「職長・安
全衛生責任者教育」の講師の役割を担っており、地域の建
設業の安全衛生管理活動に貢献しています。
　この 「ＲＳＴ須賀川」 の監査においても、 適正に処理され 　　　　１２日の基準協会監査
いるとの判断をいただきました。

【事業報告・決算報告：理事会で承認】

＜ＲＳＴ須賀川決算監査＞実施　４月２３日

【４月の協会活動】 

（５月号）

協会のHP          http://www.srkkyo.sakura.ne.jp もご覧ください



　令和３年４月１日付で、福島労働局及び須賀川労働基準監督署の人事異動がありました。
身近でかつ私たちに直接関係のある須賀川労働基準監督署内ではトップの署長が３年ぶりに交代されさ
れました。新任の署長は管家紀男様で喜多方署からの異動となります。なお、前任の渡辺　満様は労働局
へ転出されました。署長以外では、労災課長が渡邉孝之さんから鈴木敦子さんに交代されました。　また、
監督官の久米悠介さんが転出され、竹内弥生さんが着任されました。
　監督署の上部組織である福島労働局関係では局長が交代され、４月８日、福島労働局長：河合直人様
が協会を訪問されご挨拶をいただきました。河合局長は山形労働局からの異動とのことです。ご一緒にご
挨拶をいただいたのは労働基準部監督課長の大和稔弘様です。
　須賀川署の異動に関しては、「協会だより」でご挨拶文と写真を掲載させていただく予定です。

　令和２年（暦日）の須賀川労働基準監督署管内の労働
災害状況がまとまりましたので報告いたします。
　死亡事故は３件で前年比２名増で、業種別件数では建
設業が２件、商業が１件でした。
　死傷者数は１５３名で前年比３０人の増で、 件数の多い
業種順に①「第三次産業」５７名（前年比+６名：以下同様）
②製造業４２名（+１名）③建設業２７名（+１２名）④運輸交
通業１９名（+５名）となっております。
　次に令和３年の３月までの労働災害状況は、死亡事故
は０件です。死傷者数は２９名で前年同月比で４名の増
となっており、製造業が１１名（＋４名）です。
　上記のように令和２年は前年比24％増、令和３年も16％
と増加傾向に歯止めがかかっていない状況にあります。

　　昨年はコロナの関係で、４月の開催は中止し、７月に
延期して実施をいたしましたが、新入社員教育はやはり

４月実施がふさわしいと感じました。　今年は感染防止の
対策をとって、計画通り４月に実施することができました。
　労働基準協会の「新入社員教育」ですので、安全衛生
を中心としたカリキュラムになりますが、「仕事の基本」や
「人間関係」、 「社会人としての生活態度」まで、 幅広い
内容になっています。
　　講師の一人として、自分の経験から、新入社員には　
沢山伝えたいことがありますがテキストから離れるわけに
もいかないので、参考資料として提供しました。
　 多くの先輩方の経験や思いが生かせる新入社員教育
になれば素晴らしいと思います。 　　　一テーブルに一名、間隔をあけて講習

******　　協会の今後の予定　　******

５月1日（火）～ 「安全・衛生」標語募集　　 （５月の資料送付で、案内書を同封しています。）
５月１２・１３日 職長教育
５月１８日（火） フルハーネス安全帯教育
５月２０日（木） 令和３年度　須賀川労働基準協会定時総会　（規模縮小で開催）

（今回の資料送付時に同時ご案内を差し上げております。ご確認下さい。）
５月２１日（金） 福島県労働基準協会総会　（規模縮小で開催）
５月２４日（月） 交通誘導員教育
５月２７日（木）
　～３０日（日）
６月１０日（木） 「安全週間」実施説明会 （５月の資料送付で、案内書を同封しています。）
６月２４日（木）
　～２７日（日）
７月　１日（月）
　～　７日（日）

【福島労働局・須賀川労働基準監督署人事異動の情報】　　

＜新入社員教育＞　４月１３日

玉掛け技能講習

全国安全週間

床上操作式クレーン講習

＜令和２年、令和３年の須賀川労働基準監督署管内の労働災害件数は増加＞

教育講習の詳細はホームページをご覧ください


